
い
つ
か
ら
納
め
る
の
？

　

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
は
、
65

歳
に
な
っ
た
月（
誕
生
日
の
前
日
が

属
す
る
月
）分
か
ら
納
め
ま
す
。

※
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
は
、
加

入
の
医
療
保
険
に
上
乗
せ
さ
れ
て

い
ま
す
。

保
険
料
の
決
ま
り
方
は
？

　

介
護
保
険
料
は
、
平
成
21
年
度
か

ら
23
年
度
の
３
年
間
の
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
掛
か
る
費
用
の
総
額
を
見
込

ん
で
算
出
さ
れ
た
「
基
準
額
」
を
基

に
「
表
１
」
の
と
お
り
、
本
人
や
世

帯
の
前
年
の
所
得
状
況
な
ど
に
応
じ

て
算
定
さ
れ
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
？

　

保
険
料
の
納
め
方
は
、
年
金
か
ら

引
き
落
と
し
す
る
特
別
徴
収
と
、
納

　

介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
皆
さ
ん
が
納
め
る
保
険
料
と
公
費

を
財
源
に
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、
誰
も
が
安
心
し
て
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
保
険
料
は
必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納
付

す
る
普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

●
特
別
徴
収（
年
金
引
き
落
と
し
）

　

老
齢（
退
職
）・
遺
族
・
障
害
年
金

が
年
額
18
万
円
以
上
の
人
は
、
年
金

の
定
期
払
い
の
と
き
に
保
険
料
が
引

き
落
と
し
に
な
り
ま
す
。

●
普
通
徴
収（
納
付
書
・
口
座
振
替
）

　

年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人

は
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。
市
か
ら

送
付
さ
れ
た
納
付
書
、
ま
た
は
口
座

振
替
に
よ
り
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
通
帳

と
届
け
出
印
を
持
っ
て
、
市
内
の
金

融
機
関
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

年
金
額
が
18
万
円
以
上
の
人
で
も
、

次
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
一
定
の
期

間
「
普
通
徴
収
」
と
な
り
ま
す
。

○
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た

○
年
度
途
中
で
他
市
町
村
か
ら
転
入

し
た

○
修
正
申
告
な
ど
に
よ
り
所
得
段
階

が
変
更
に
な
っ
た

○
年
金
差
し
止
め
な
ど
に
よ
り
、
年

金
の
支
給
が
一
時
停
止
さ
れ
た　

介
護
保
険
料
納
付
書
・
保
険
料

額
決
定
通
知
書
の
送
付

　

保
険
料
の
納
付
書
は
６
月
15
日
ご

ろ
に
郵
送
し
ま
す
。
届
い
た
ら
、
内

容
を
確
認
の
上
、
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
特
別
徴
収
や
口
座
振
替
の
人
に

は
、
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
郵
送

し
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
先
・

納
期
限

　

市
役
所
ま
た
は
各
支
所
、
金
融
機

関
、
郵
便
局
で
納
付
で
き
ま
す
。
普

通
徴
収
の
納
期
は
、
６
月
か
ら
翌
年

１
月
ま
で
の
年
８
回
に
分
か
れ
て
い

ま
す
。
納
期
限
は
、各
月
の
末
日（
12

月
は
26
日
）で
す
。

※
納
期
限
が
休
日
の
場
合
は
翌
営
業

日
で
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い

　

特
別
な
理
由
が
な
く
保
険
料
を
滞

納（
１
年
以
上
）し
て
い
る
と
、
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
に
、

費
用
の
全
額
立
て
替
え
払
い
や
、
保

険
給
付
の
一
時
差
し
止
め
、
利
用
者

負
担
割
合
の
引
き
上
げ（
１
割
か
ら

３
割
）な
ど
の
措
置
が
取
ら
れ
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
班

　

☎
62
‐
５
３
０
８

み
ん
な
で
支
え
合
う
た
め
に

65
歳
以
上
の
人
の

介
護
保
険
料

所得段階 対象 保険料率
保険料額
平成23年度

年額 月額

第1段階
●生活保護の受給者
● 老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が住
民税非課税の場合

基準額×0.5 19,800 円 1,650 円

第2段階 ● 本人および世帯員全員が住民税非課税で、合計所得
＋課税年金収入額が80万円以下の人 基準額×0.5 19,800 円 1,650 円

第3段階 ● 本人および世帯員全員が住民税非課税で、第2段階
以外の人 基準額×0.75 29,700 円 2,475 円

第4段階
● 本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる
場合）で、合計所得＋課税年金収入額が80万円以下
の人

基準額×0.9 35,640 円 2,970 円

第5段階
（基準額）

● 本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる
場合）で、第4段階以外の人 基準額 39,600 円 3,300 円

第6段階 ● 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の
人 基準額×1.15 45,540 円 3,795 円

第7段階 ● 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上
200万円未満の人 基準額×1.25 49,500 円 4,125 円

第8段階 ● 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上
500万円未満の人 基準額×1.5 59,400 円 4,950 円

第9段階 ● 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上の
人 基準額×1.75 69,300 円 5,775 円

 表1.各所得段階における介護保険料
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